
墨 田 区（報道） 

                  令和５年７月 10 日 佐藤 
～ 地域貢献の促進と、区の新たな財源の確保につなげます ～ 

区内スポーツ施設２か所のネー
ミングライツパートナーを募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《概要》 
募集目的：法人等による地域貢献を促進するとともに、区の新たな歳入確保に寄与する。 
対象施設：① 墨田区総合体育館（墨田区錦糸 4-15-1 錦糸公園内） 
     ② 墨田区総合運動場（現：フクシ・エンタープライズ墨田フィールド）（墨田区堤通 2-11-1） 
権利の内容：ネーミングライツパートナーは、対象施設に愛称をつけることができる。 
ネーミングライツ料：① 墨田区総合体育館・・・年間 1,000 万円以上（消費税及び地方消費税を含む） 

（契約期間：令和６年４月１日より６年間） 
           ② 墨田区総合運動場・・・年間 100 万円以上（消費税及び地方消費税を含む） 

（契約期間：令和６年４月１日より５年間） 
その他：詳しい募集要件など詳細は区ＨＰにてご確認ください。 

https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/sports/naming-rights.html 

《画像》① 墨田区総合体育館         ② 墨田区総合運動場（現：フクシ･エンタープライズ墨田フィールド） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《問合せ》地域力支援部 スポーツ振興課 ℡ 03-5608-6312 
※ お問い合わせは午後５時までにお願いします。（広報広聴担当 ℡ 03-5608-6220） 

区は、法人等による地域貢献の促進と、区の新たな財源確保を目的として、「墨田区総合体育館」
と「墨田区総合運動場（現：フクシ・エンタープライズ墨田フィールド）」それぞれにおけるネーミ
ングライツパートナーを募集します。これまでネーミングライツは、平成31 年度から「墨田区総合
運動場」で実施してきましたが、同施設のネーミングライツの更新に加え、今回は新たに、錦糸町
駅近くの区立錦糸公園内に建つ「墨田区総合体育館」も対象施設として追加しました。 

募集は、法人等を対象（その他要件あり）に、８月１日（火）から９月 15 日（金）まで行います。
その後、選定委員会において、応募資格、経営状況、ネーミングライツ料、愛称等から適格性を審
査し、決定します。なお、それぞれの施設のネーミングライツパートナーとなる事業者と新たな施
設愛称については、令和５年11 月頃に決定する予定です。 

区の担当者は、「ネーミングライツパートナーとの協力により、利用者の皆さんが親しみやすい愛
称をつけることで、施設がもつ魅力をさらに高めていきたいです。」と話しました。 

墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/sports/naming-rights.html

